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町からのお知らせ

問 基山町選挙管理委員会事務局（総務企画課内）　☎９２－７９１５

　基山町選挙管理委員会では、令和２年２月９日執行予定の基山町長選挙に立候補を予定されている方々に「立
候補手続き・選挙運動・収支報告」等の事務について、次のとおり立候補届出事務説明会を行います。
▽日時　令和 2 年１月１０日（金）午後１時３０分から
▽場所　基山町役場　４階大会議室
　　　　※会場の都合により、出席者は立候補予定者１名につき、３名までとします。

基山町長選挙立候補届出事務説明会を行います

お手続きください！

問 年金生活者支援給付金専用ダイヤル　☎０５７０－０５－４０９２

　10 月から始まった年金生活者支援給付金について、対象となる方へ日本年金機構から請求手続きの案内が９
月以降に送られています。手続きが１月以降になると、遡って支給することができなくなってしまいます。早めに
請求書を提出してください。

年金生活者支援給付金の請求をお忘れなく！
佐賀年金事務所　☎０９５２－３１－４１９１
福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

対象となる方（次の要件をみたしている方）

老齢基礎年金を受給している方
・６５歳以上
・世帯員全員が住民税非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が 879,300 円以下

障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給している方

・前年の所得額が「4,621,000 円＋扶養親族の数× 38 万円」以下

▽請求手続き
①平成 31 年 4 月 1 日以前から年金を受給している方

　対象となる方で、請求がお済みでない方には、日本年金機構から再度請求手続きの案内が届く予定です。

②平成 31 年 4 月 2 日以降に年金を受給しはじめた方

　年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

　制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問合せください。
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　路上（違法）駐車は、緊急車両の活動の障害になるだけでなく、歩行者や他車の通行を妨げるなど
交通事故の要因となります。特に、住宅街等では、駐車車両の陰により歩行者や自転車に気付くことが
遅れることでの交通事故の危険性が高まります。
　駐車禁止区域はもちろん、駐車禁止規制対象外の道路であっても、路上（違法）駐車はやめて、安全
で快適な街づくりにご協力をお願いします。

困っています、その駐車。

路上駐車はやめましょう
駐停車禁止 駐車禁止

■ 道路交通法上の「 駐停車禁止場所（一部抜粋）」

■ 道路交通法上の「 駐車方法（一部抜粋）」

１．交差点およびその側端から５m以内の部分

■ 道路交通法上の「 駐車禁止場所（一部抜粋）」
１．車庫、修理工場等の自動
　 車用出入口から３ｍ以内
　 の部分

２．所定の方法（道路の左側端
　 に沿い、かつ、他の交通の妨　 
　 害とならないよう）によって 
     駐車した場合、その車両の 
     右側の道路上に 3.5 ｍ以上 
     の余地がなくなる場合

３．道路のまがり角から５ｍ以内の部分 ４．バス停の標示柱の位置から10 ｍ以内の部分

２．横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後５ｍ以内の部分

車両を駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、
他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

×右側駐車 ×歩道への乗り上げ駐車
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問 住民課 くらしの安心・安全係  ☎８５－８１７１




